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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成20年3月13日(2008.3.13)

【公開番号】特開2006-352771(P2006-352771A)
【公開日】平成18年12月28日(2006.12.28)
【年通号数】公開・登録公報2006-051
【出願番号】特願2005-179398(P2005-179398)
【国際特許分類】
   Ｈ０３Ｈ   9/215    (2006.01)
   Ｈ０３Ｈ   9/19     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/09     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/22     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｈ   9/215   　　　　
   Ｈ０３Ｈ   9/19    　　　Ｋ
   Ｈ０１Ｌ  41/08    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  41/18    １０１Ａ
   Ｈ０１Ｌ  41/08    　　　Ｕ
   Ｈ０１Ｌ  41/22    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成20年1月29日(2008.1.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧電材料により形成された基部と、
　前記基部と一体に形成され、前記基部の一端から延びる複数の振動腕と、
　前記各振動腕の長手方向に沿って形成された長溝と、
　前記長溝に形成した駆動用の電極と、
　前記基部の前記一端から所定距離だけ離れた接合箇所から圧電振動片の幅方向に延長さ
れ、かつ前記振動腕の外側において、該振動腕と同じ方向に延びる支持用アームと、
　を備えており、
　前記各振動腕は、幅寸法が、前記基部側から先端側に向かって、徐々に縮幅するととも
に、前記先端側には前記幅寸法が一定または増加に転じる幅変化の変更点Ｐがあり、
　前記変更点Ｐを、前記長溝の先端部よりもさらに腕先端側に位置させるようにした
　ことを特徴とする圧電振動片。
【請求項２】
　前記各振動腕の幅寸法が、前記振動腕の前記基部に対する付け根の箇所で、先端側に向
かって急激に縮幅する第１の縮幅部と、この第１の縮幅部の終端から、前記縮幅部として
、さらに先端側に向かって、徐々に縮幅する第２の縮幅部とを有することを特徴とする請
求項１に記載の圧電振動片。
【請求項３】
　前記基部には、その圧電材料を幅方向に縮幅して形成した切り込み部を有しており、該
切り込み部が、前記各振動腕の付け根から前記腕幅の寸法の１．２倍以上の距離を離して
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前記基部に形成されていることを特徴とする請求項１または２のいずれかに記載の圧電振
動片。
【請求項４】
　前記各振動腕の側面に、プラスＸ軸（電気軸）方向に突出する異形部が５μｍ以内とな
るように形成されていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の圧電振動
片。
【請求項５】
　前記振動腕の幅縮幅率としての最大幅／最小幅＝Ｍの値が、前記振動腕の腕長さに対す
る前記長溝の長さの割合＝Ｎとの関係で決定されていることを特徴とする請求項１ないし
４のいずれかに記載の圧電振動片。
【請求項６】
　前記Ｎを６１パーセント程度とした場合に、前記Ｍを１．０６以上としたことを特徴と
する請求項１ないし５のいずれかに記載の圧電振動片。
【請求項７】
　前記第１の縮幅部の幅が１１μｍ以上であることを特徴とする請求項２ないし６のいず
れかに記載の圧電振動片。
【請求項８】
　前記基部には、前記支持用アームが前記基部に対して一体に接続されている前記接合箇
所よりも前記振動腕寄りの位置に、前記圧電材料を幅方向に縮幅して形成した切り込み部
を備えることを特徴とする請求項７に記載の圧電振動片。
【請求項９】
　前記支持用アームの先端が、前記振動腕の先端よりも前記基部寄りになるように、前記
支持用アームの長さが設定されていることを特徴とする請求項７または８のいずれかに記
載の圧電振動片。
【請求項１０】
　前記支持用アームは、その基体側への前記接合箇所よりも前記基部側となる箇所に剛性
を低くした構造を備えることを特徴とする請求項８ないし９のいずれかに記載の圧電振動
片。
【請求項１１】
　前記剛性を低くした構造が、前記支持用アームの途中に形成した縮幅部であることを特
徴とする請求項１０に記載の圧電振動片。
【請求項１２】
　請求項１ないし１１のいずれかに記載の前記圧電振動片をパッケージまたはケース内に
収容したことを特徴とする圧電デバイス。
【請求項１３】
　パッケージまたはケース内に圧電振動片が収容された圧電デバイスを利用した携帯電話
装置であって、
　前記圧電振動片が、
　圧電材料により形成された基部と、
　前記基部と一体に形成され、前記基部の一端から延びる複数の振動腕と、
　前記各振動腕の長手方向に沿って形成された長溝と、
　前記長溝に形成した駆動用の電極と、
　前記基部の前記一端から所定距離だけ離れた接合箇所から圧電振動片の幅方向に延長さ
れ、かつ前記振動腕の外側において、該振動腕と同じ方向に延びる支持用アームと、
　を備えており、
　前記各振動腕は、幅寸法が、前記基部側から先端側に向かって、徐々に縮幅するととも
に、前記先端側には前記幅寸法が一定または増加に転じる幅変化の変更点Ｐがあり、
　前記変更点Ｐを、前記長溝の先端部よりもさらに腕先端側に位置させた圧電デバイスに
より、制御用のクロック信号を得るようにした
　ことを特徴とする、携帯電話装置。
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【請求項１４】
　パッケージまたはケース内に圧電振動片が収容された圧電デバイスを利用した電子機器
であって、
　前記圧電振動片が、
　圧電材料により形成された基部と、
　前記基部と一体に形成され、前記基部の一端から延びる複数の振動腕と、
　前記各振動腕の長手方向に沿って形成された長溝と、
　前記長溝に形成した駆動用の電極と、
　前記基部の前記一端から所定距離だけ離れた接合箇所から圧電振動片の幅方向に延長さ
れ、かつ前記振動腕の外側において、該振動腕と同じ方向に延びる支持用アームと、
　を備えており、
　前記各振動腕は、幅寸法が、前記基部側から先端側に向かって、徐々に縮幅するととも
に、前記先端側には前記幅寸法が一定または増加に転じる幅変化の変更点Ｐがあり、
　前記変更点Ｐを、前記長溝の先端部よりもさらに腕先端側に位置させた圧電デバイスに
より、制御用のクロック信号を得るようにした
　ことを特徴とする、電子機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　上記目的は、第１の発明にあっては、圧電材料により形成された基部と、前記基部と一
体に形成され、前記基部の一端から延びる複数の振動腕と、前記各振動腕の長手方向に沿
って形成された長溝と、前記長溝に形成した駆動用の電極と、前記基部の前記一端から所
定距離だけ離れた接合箇所から圧電振動片の幅方向に延長され、かつ前記振動腕の外側に
おいて、該振動腕と同じ方向に延びる支持用アームと、を備えており、前記各振動腕は、
幅寸法が、前記基部側から先端側に向かって、徐々に縮幅するとともに、前記先端側には
前記幅寸法が一定または増加に転じる幅変化の変更点Ｐがあり、前記変更点Ｐを、前記長
溝の先端部よりもさらに腕先端側に位置させるようにした圧電振動片により達成される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　第４の発明は、第１ないし第３のいずれかの発明の構成において、前記各振動腕の側面
に、プラスＸ軸（電気軸）方向に突出する異形部が５μｍ以内となるように形成されてい
ることを特徴とする。
　第４の発明の構成によれば、圧電振動片の外形形成をウエットエッチングにより行う場
合に、エッチング異方性により生成される前記異形部を５μｍ以内となるように形成した
から、振動腕の屈曲振動を安定したものとすることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
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【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　第８の発明は、前記基部には、前記支持用アームが前記基部に対して一体に接続されて
いる前記接合箇所よりも前記振動腕寄りの位置に、前記圧電材料を幅方向に縮幅して形成
した切り込み部を備えることを特徴とする。
　第８の発明の構成によれば、振動腕の屈曲振動による振動漏れが前記基部を介して、支
持用アームの接合箇所に及ぶことを抑制し、ＣＩ値の上昇を防止することができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　第９の発明は、前記支持用アームの先端が、前記振動腕の先端よりも前記基部寄りにな
るように、前記支持用アームの長さが設定されていることを特徴とする。
　第９の発明の構成によれば、支持用アームは、振動腕と同じ方向に延びる構成とするこ
とに加えて、振動腕の先端よりも支持用アームの先端が基部寄りとなるようにすることで
、全体を小型化することができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　第１０の発明は、前記支持用アームは、その基体側への前記接合箇所よりも前記基部側
となる箇所に剛性を低くした構造を備えることを特徴とする。
　第１０の発明の構成によれば、振動腕の屈曲振動による振動漏れが、僅かながら支持用
アームに及んだ場合であっても、接合箇所に伝えられることを極力低減することができる
。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　第１１の発明は、前記剛性を低くした構造が、前記支持用アームの途中に形成した縮幅
部であることを特徴とする。
　第１１の発明の構成によれば、前記剛性を低くした構造が、前記支持用アームの途中に
形成した縮幅部であると、このような構造を圧電振動片の外形形成時に容易に形成するこ
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とができる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　第１２の発明は、前記圧電振動片をパッケージまたはケース内に収容したことを特徴と
する圧電デバイスである。
　第１２の発明の構成によれば、衝撃に強く、ＣＩ値を抑え、かつ振動特性を悪化させる
ことがなく、温度特性を良好にしながら、小型でコンパクトな圧電デバイスを実現できる
。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　また、上記目的は、パッケージまたはケース内に圧電振動片が収容された圧電デバイス
を利用した携帯電話装置であって、前記圧電振動片が、圧電材料により形成された基部と
、前記基部と一体に形成され、前記基部の一端から延びる複数の振動腕と、前記各振動腕
の長手方向に沿って形成された長溝と、前記長溝に形成した駆動用の電極と、前記基部の
前記一端から所定距離だけ離れた接合箇所から圧電振動片の幅方向に延長され、かつ前記
振動腕の外側において、該振動腕と同じ方向に延びる支持用アームと、を備えており、前
記各振動腕は、幅寸法が、前記基部側から先端側に向かって、徐々に縮幅するとともに、
前記先端側には前記幅寸法が一定または増加に転じる幅変化の変更点Ｐがあり、前記変更
点Ｐを、前記長溝の先端部よりもさらに腕先端側に位置させた圧電デバイスにより、制御
用のクロック信号を得るようにした携帯電話装置により、達成される。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　また、上記目的は、第１４の発明にあっては、パッケージまたはケース内に圧電振動片
が収容された圧電デバイスを利用した電子機器であって、前記圧電振動片が、圧電材料に
より形成された基部と、前記基部と一体に形成され、前記基部の一端から延びる複数の振
動腕と、前記各振動腕の長手方向に沿って形成された長溝と、前記長溝に形成した駆動用
の電極と、前記基部の前記一端から所定距離だけ離れた接合箇所から圧電振動片の幅方向
に延長され、かつ前記振動腕の外側において、該振動腕と同じ方向に延びる支持用アーム
と、を備えており、前記各振動腕は、幅寸法が、前記基部側から先端側に向かって、徐々
に縮幅するとともに、前記先端側には前記幅寸法が一定または増加に転じる幅変化の変更
点Ｐがあり、前記変更点Ｐを、前記長溝の先端部よりもさらに腕先端側に位置させた圧電
デバイスにより、制御用のクロック信号を得るようにした電子機器により、達成される。
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